
 

「機能強化加算」のお知らせ 

 

当院では、「かかりつけ医」機能を有する医療機関として、機能強化加算を 

算定しています。 

 

⚫ 患者様が受診している他の医療機関および処方されている医薬品を把握し、必要な 

服薬管理を行います。 

⚫ 健康診断の結果など、健康管理にかかわる相談に応じます。 

⚫ 保険、福祉サービスの利用などに関する相談に応じます。 

⚫ 訪問診療を行っている患者様に対し、夜間・休日の問い合わせへの対応を行います。 

⚫ 必要に応じて、専門医・専門医療機関を紹介します。 

⚫ かかりつけ医機能を有する医療機関は、医療機能情報提供システムにて検索できます。 

 
 

電子的診療情報連携体制について 

 

当院は医療 DX 情報活用を通じて質の高い医療を提供できるように体制

整備を行っております。 

 

⚫ オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施してい

ます。 

⚫ マイナ保険証利用を促進するなど、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう 

取り組んでいます。 

⚫ 算定した診療報酬の区分、項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細な明

細書を患者様に無料で交付しています。 


